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(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
　天壁、前壁、底壁および後壁を連設し、前記前壁および後壁の横方向両端に内フラップ
を連設するとともに、前記天壁および底壁の横方向両端に外フラップを連設し、これら内
外のフラップにより左右の側壁を構成する包装箱において、
　前記天壁に横方向に延びる一対の第１切断線を設けるとともに、該天壁に連続する第１
外フラップに前記第１切断線から先端にかけて延びる第２切断線を一対に設け、
　前記底壁の中心に横方向に延びる罫線を設けるとともに、該底壁に連続する第２外フラ
ップに前記罫線と所定間隔をもって先端にかけて延び前記第２切断線間に位置する第３切
断線を設け、
　前記第１および第２切断線間に形成される分離部を分離するとともに、前記第３切断線
により第２外フラップを分割し、前記罫線に沿って底壁が重畳するように略三角形状に折
り曲げることにより、内部に収容した商品を両側に露出可能とするとともに、
　前記第３切断線により分割した第２外フラップにおいて、一方の分割フラップの上向き
に突出する突部により、同一構成とした他の箱の側面下部を位置決め可能としたことを特
徴とする包装箱。
【請求項２】
　前記第２外フラップにおける一端に、前記突部が位置する切欠部を設けたことを特徴と
する請求項１に記載の包装箱。
【請求項３】
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　前記罫線は、前記底壁の中心線と交わるように波状に切断した波状切断部と、該波状切
断部の両側に位置する折曲線とを備えたものであることを特徴とする請求項１または請求
項２に記載の包装箱。
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、内部に収容した商品を展示可能な包装箱に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　本発明の包装箱に関連する先行技術文献情報としては次のものがある。
【０００３】
【特許文献１】実公平５－５１４７号公報
【０００４】
　この特許文献１の包装箱は、中央部分の全周にかけて一対の切断線を設け、内部に商品
を上下に積み重ねた状態で収容させる構成としている。そして、前記切断線間の分離部を
分離することにより包装箱を２つに分割し、その分割箱に積み重ねた商品の上側部分と下
側部分とをそれぞれ収容した状態で、設置することにより商品を開口から露出させて展示
できるように構成している。
【発明の開示】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前記包装箱では、商品を展示可能な状態として上下に積み重ねることが
できない。そのため、商品の販売店では、分割した箱の商品が無くなると、新たな包装箱
を分割して展示する必要があるため、作業性が悪いという問題がある。
【０００６】
　そこで、本発明では、商品を展示可能な状態で安定して積み重ねることが可能な包装箱
を提供することを課題とするものである。
【課題を解決するための手段】
【０００７】
　前記課題を解決するため、本発明の包装箱は、天壁、前壁、底壁および後壁を連設し、
前記前壁および後壁の横方向両端に内フラップを連設するとともに、前記天壁および底壁
の横方向両端に外フラップを連設し、これら内外のフラップにより左右の側壁を構成する
包装箱において、前記天壁に横方向に延びる一対の第１切断線を設けるとともに、該天壁
に連続する第１外フラップに前記第１切断線から先端にかけて延びる第２切断線を一対に
設け、前記底壁の中心に横方向に延びる罫線を設けるとともに、該底壁に連続する第２外
フラップに前記罫線と所定間隔をもって先端にかけて延び前記第２切断線間に位置する第
３切断線を設け、前記第１および第２切断線間に形成される分離部を分離するとともに、
前記第３切断線により第２外フラップを分割し、前記罫線に沿って底壁が重畳するように
略三角形状に折り曲げることにより、内部に収容した商品を両側に露出可能とするととも
に、前記第３切断線により分割した第２外フラップにおいて、一方の分割フラップの上向
きに突出する突部により、同一構成とした他の箱の側面下部を位置決め可能とした構成と
している。
【０００８】
　この包装箱では、前記第２外フラップにおける一端に、前記突部が位置する切欠部を設
けることが好ましい。
【０００９】
　また、前記罫線は、前記底壁の中心線と交わるように波状に切断した波状切断部と、該
波状切断部の両側に位置する折曲線とを備えたものであることが好ましい。
【発明の効果】
【００１０】
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　本発明の包装箱では、分離部を分離するとともに底壁を罫線に沿って折り曲げることに
より、略三角形状として内部の商品を露出した展示状態とすることができる。そして、こ
の展示状態では、底壁の罫線と所定間隔をもって延び前記第２切断線間に位置する第３切
断線により、分割された第２外フラップの一方の分割フラップには、底壁の折曲線より上
向きに突出する突部が形成される。そのため、この展示状態の包装箱の上に、同一構成と
した他の箱を積み重ねると、その箱の側面下部を前記突部により位置決めすることができ
る。また、第２外フラップにおける一端に、前記突部が位置する切欠部を設けているため
、積み重ねた状態の安定性を向上できる。
【００１１】
　さらに、前記罫線は、前記底壁の中心線と交わるように波状に切断した波状切断部と、
該波状切断部の両側に位置する折曲線とを備えた構成としているため、展示状態では、そ
の波状切断部によって形成される波状突部が折曲線による稜部より上向きに突出する。そ
のため、展開状態の包装箱を積み重ねると、下側の包装箱の波状突部が上側の包装箱の重
畳させた底壁間に挿入される。その結果、縦方向のズレを防止することが可能になり、更
に積重状態の安定性を向上できる。しかも、波状切断部により形成される開口から前記分
離部を挿入して該分離部を立設させ、所謂看板のように装飾することも可能であるため、
購入者に対する販売促進効果をも得ることができる。
【発明を実施するための最良の形態】
【００１２】
　以下、本発明の実施の形態を図面に従って説明する。
【００１３】
　図１から図５は、本発明の実施形態に係る包装箱を示す。この包装箱は、略三角形状に
折った展開状態として内部に収容した商品を側方から露出させて展示可能とするとともに
、この展示状態とした複数の包装箱を上下方向に積重可能としたものである。
【００１４】
　具体的には、前記包装箱は、表紙および裏紙の間に波状の中しんを配設した周知の段ボ
ール紙を、図示しない周知の紙器打抜装置によりそれぞれブランクとして打ち抜いて形成
されている。
【００１５】
　この包装箱のブランクは、図５に示すように、それぞれ矩形状をなす天壁１０、前壁１
１、底壁１２および後壁１３が縦方向に連設され、この後壁１３の端縁に天壁１０に貼着
するための糊代部１４が連設されている。これら天壁１０、前壁１１、底壁１２、後壁１
３および糊代部１４の境界部分には、罫を入れて肉厚を圧縮するようにして形成した折曲
線１５が設けられている。
【００１６】
　前記各壁１０～１３のうち、前壁１１および後壁１３の横方向両端には、それぞれ内フ
ラップ１６Ａ，１６Ｂが連設され、天壁１０および底壁１２の横方向両端には、それぞれ
外フラップ１７Ａ，１７Ｂが連設され、これら各フラップ１６Ａ，１６Ｂ，１７Ａ，１７
Ｂを貼着することにより、側壁を構成している。各壁１０～１３と各フラップ１６Ａ，１
６Ｂ，１７Ａ，１７Ｂとの境界部分には、前記と同一構成の折曲線１８が設けられている
。なお、内フラップ１６Ａ，１６Ｂは、後述する外フラップ１７Ａに形成する第２切断線
２０間に位置する部分を面取した形状をなしている。
【００１７】
　そのうち、本実施形態では、前記天壁１０に、横方向の両端縁にかけて平行に延びる一
対の第１切断線１９が設けられている。これら第１切断線１９は、所定間隔をもってミシ
ン目状に延びる切断ラインと、該切断ラインの一端より傾斜して延びるガイドラインとか
らなる所謂片ジッパー構造のものである。
【００１８】
　また、前記天壁１０に連続する第１の外フラップ１７Ａには、前記第１切断線１９の端
部から該外フラップ１７Ａの先端中央に向けて、先細の台形状をなすように延びる一対の
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第２切断線２０が設けられている。この第２切断線２０は、第１切断線１９と同様の片ジ
ッパー構造のものである。
【００１９】
　さらに、底壁１２には、その縦方向の中心に該底壁１２を２つに重畳するように折り曲
げるための罫線２１が横方向の両端にかけて延びるように設けられている。この罫線２１
は、底壁の中心線と交わるように２つの円弧を連続した略Ｓ字形の波状に切断した波状切
断部２２と、該波状切断部２２の両側に位置する折曲線２３とを備えている。また、各折
曲線２３の中央には、横方向に延びる第１切断部２４ａと、該第１切断部２４ａの両端か
ら縦方向に延びる一対の第２切断部２４ｂとからなるＨ字形状の切断線２４が設けられて
いる。前記第２切断部２４ｂは、段ボール紙の略肉厚分の寸法だけ、第１切断部２４ａか
ら上下に延びている。また、底壁１２には、前記罫線２１を挟んで対称位置に、底壁１２
の重畳状態を維持するための係止部２５と係止受部２６とが設けられている。係止部２５
は、略台形状をなすように形成した切起構造のものである。係止受部２６は、略正方形状
をなすように形成した切起構造のものである。
【００２０】
　さらにまた、前記底壁１２に連続する第２の外フラップ１７Ｂには、同一構造をなす他
の包装箱を積み重ねるための位置決め構造が設けられている。具体的には、この位置決め
構造は、前記罫線２１と所定間隔をもって位置し、折曲線１８から先端にかけて罫線２１
の折曲線２３と平行に延びるとともに、前記第２切断線２０の先端間に位置する第３切断
線２７Ａ，２７Ｂを備えている。この第３切断線２７Ａ，２７Ｂは、所定間隔をもってミ
シン目状に延びる切断ラインからなる。ここで、底壁１２の左側に位置する外フラップ１
７Ｂに形成する第３切断線２７Ａは、罫線２１の上側に所定間隔をもって位置するように
形成され、底壁１２の右側に位置する外フラップ１７Ｂに形成する第３切断線２７Ｂは、
罫線２１の下側に所定間隔をもって位置するように形成されている。これにより、外フラ
ップ１７Ｂは、内部の商品を露出させた展示状態とすると、分割フラップ１７Ｂ’－１，
１７Ｂ’－２に分割され、第３切断線２７Ａ，２７Ｂを偏らせた側の分割フラップ１７Ｂ
’－１には、罫線２１の折曲線２３より上向きに突出する突部２８が形成されるように構
成している。また、外フラップ１７Ｂには、前記第３切断線２７Ａ，２７Ｂを形成した反
対側の端部に、前記突部２８が位置する切欠部２９が形成されている。
【００２１】
　次に、前記構成の包装箱の使用方法について具体的に説明する。
【００２２】
　まず、この包装箱には、例えば台円錐形状をなす商品が２行３列で上下に積み重ねられ
、合計で１２個、前記底壁１２上に配置される。この状態で、図２（Ａ），（Ｂ）に示す
ように、各壁１０～１３を折り曲げ、糊代部１４を天壁１０に貼着するとともに、各フラ
ップ１６Ａ，１６Ｂ，１７Ａ，１７Ｂを折り曲げ、これらフラップ１６Ａ，１６Ｂ，１７
Ａ，１７Ｂの重畳位置を貼着した状態で、所定の販売店に納品される。
【００２３】
　そして、販売店において、内部の商品を露出させた展示状態で販売する場合には、図３
に示すように、一方の外フラップ１７Ａの端部に指を引っ掛けて、第１および第２切断線
１９，２０に沿って外フラップ１７Ａおよび天壁１０を破断し、間の分離部３０を分離す
る。
【００２４】
　ついで、第３切断線２７に沿って外フラップ１７Ｂを分割し、図４に示すように、罫線
２１に沿って底壁１２を折り曲げることにより、該底壁１２が２つに重畳するように側面
視が略三角形状をなすように折り曲げる。この状態で、重畳した係止部２５を係止受部２
６の側に押し込んで貫通させることにより、底壁１２が重畳した状態を保持させる。
【００２５】
　この展示状態では、前壁１１および後壁１３が下側に面一に位置し、底面を構成する。
また、２つ折りで重畳した底壁１２が中央に立設され、仕切りを構成する。そして、内部
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【００２６】
　また、中央から所定間隔をもって位置するように形成した第３切断線２７Ａ，２７Ｂに
より、外フラップ１７Ｂは分割フラップ１７Ｂ’－１，１７Ｂ’－２に分割され、その一
方の分割フラップ１７Ｂ’－１には、２つ折りされた底壁１２より上方に突出する突部２
８が形成される。さらに、外フラップ１７Ｂに形成した切欠部２９により、内側に重畳す
る内フラップ１６Ａ，１６Ｂとの間に、前記突部２８が係合する段部が形成される。さら
にまた、底壁１２の罫線２１を構成する波状切断部２２よって形成される円弧状の波状突
部が折曲線２３による稜部より上向きに突出する。
【００２７】
　そのため、図１に示すように、この展示状態の包装箱の上に、同一構成とした他の箱を
積み重ねると、上側の包装箱の側面下部である前記切欠部２９の下に前記突部２８が係止
して位置決めされる。また、下側の包装箱の波状突部が上側の包装箱の重畳させた底壁１
２間に挿入される。そのため、上側に配置した包装箱は、横方向の両側が下側の突部２８
により位置決めされるとともに、縦（奥行き）方向が中央の波状突部により位置決めされ
る。その結果、複数の包装箱を積み重ねてもズレが生じることはなく、安定した設置状態
を維持できる。
【００２８】
　しかも、最上段の包装箱は、波状切断部２２により上端中央に開口が形成されている。
そのため、この開口から分離した前記分離部３０を挿入し、所謂看板のように立設させて
装飾することが可能である。そのため、収容した商品に対応する所定の印刷を前記分離部
３０に施しておくことにより、購入者に対する販売促進効果をも得ることができる。
【００２９】
　なお、本発明の包装箱は、前記実施形態の構成に限定されるものではなく、種々の変更
が可能である。
【００３０】
　例えば、前記第３切断線２７および切欠部２９は、横方向に平行に延びるように形成し
たが、Ｖ字形状などで形成して、係合作用の向上を図ってもよい。また、波状切断部２２
は、２つの円弧を連続させた略Ｓ字形状に形成したが、複数の直線が交わる鋸歯形状に形
成してもよい。
【図面の簡単な説明】
【００３１】
【図１】本発明の実施形態に係る包装箱を展示状態として積み重ねた状態を示す斜視図で
ある。
【図２】包装状態の包装箱を示し、（Ａ）は上方から見た斜視図、（Ｂ）は下方から見た
斜視図である。
【図３】分離部を分離した状態を示す斜視図である。
【図４】展示状態を示す斜視図である。
【図５】包装箱のブランクを示す平面図である。
【符号の説明】
【００３２】
　１０…天壁、１１…前壁、１２…底壁、１３…後壁、１６Ａ，１６Ｂ…内フラップ、１
７Ａ…第１外フラップ、１７Ｂ…第２外フラップ、１７Ｂ’－１，１７Ｂ’－２…分割フ
ラップ、１９…第１切断線、２０…第２切断線、２１…罫線、２２…波状切断部、２３…
折曲線、２７Ａ，２７Ｂ…第３切断線、２８…突部、２９…切欠部、３０…分離部。
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